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【形状・構造及び原理等】 【保管方法及び有効期間等】

原材料：研磨材（シリコンカーバイト）、ナイロン、プラスチック 1.水分、直射日光及び腐食性薬剤とその蒸気の暴露をさけて、

形状 　外圧（物理的負担）及び汚染を受けないように保管すること。

粗さ　　#320 2.本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理

径（φ）　68㎜ 　すること。

公差：±１０mm

【包装】

   ３個入りパック包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

原理：器材（レーズ）で回転させて補綴物等と接触させることで 製造販売業者　　  中川セラミックス株式会社

         補綴物等を研削する。 住　　　　　　所　　　〒558-0023

　　　　　　　　     　　大阪府大阪市住吉区山之内１丁目１７番１４号

【使用目的又は効果】 電　話　番　号　　　 06-6695-3277

補綴物等の研削に用いる器材で、主として、歯科技工用の補綴物の

中間研削研磨に用いる。

【使用方法等】

（使用方法）

歯科技工用回転機器（技工用レーズ）に装着し、回転させて、歯科用

研磨材を塗りながらソフトタッチで継続的に被研磨物に押し付けて研

磨する。

（使用方法に関連する使用上の注意）

1.本品の取り付けには、充分に留意し確実に取り付けること。

2.使用回転数は低速を厳守すること。

3.使用前に予備回転を行い振れがないことを確認する。

4.けがをすることがあるので、無理な角度、過度の圧力での研磨は

　避けること。

5.本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

（使用注意）

1.本研磨材は、記載の用途以外には使用しないこと。

2.歯科技工士、歯科医師以外は使用しないこと。　

（重要な基本的注意）

1.研磨作業の際には紛塵による人体への影響を避けるため、局所

　吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入

　しないこと。   

2.研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護めがねを使用

　すること。

歯科材料09　歯科用研削材料

一般医療機器　歯科用研磨器材　JMDN7090７0000
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